
規

則 

埼
玉
県
自
転
車
競
走
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
五
号 

 
 

 

埼
玉
県
自
転
車
競
走
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
自
転
車
競
走
実
施
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
埼
玉
県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
四
条
第
二
項
第
二
号
中
「
参
加
申
し
込
み
」
を
「
参
加
申
込
み
」
に
改
め
、
同
項
第
三

号
中
「
参
加
申
込
」
を
「
参
加
申
込
み
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
申
込
書
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
の
上
、
競
輪
振
興
法
人
を
経

由
し
て
」
を
「
方
法
に
よ
り
、
」
に
改
め
、
同
項
各
号
及
び
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項

中
「
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
込
書
で
競
技
実
施
法
人
を
経
由
し
て
」
を
「
競
輪
振
興
法

人
所
定
の
方
法
に
よ
り
、
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。 

 

第
三
十
一
条
第
二
項
中
「
理
由
を
記
載
し
た
書
面
」
を
「
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
」
に
改
め
、

「
競
輪
振
興
法
人
」
の
下
に
「
及
び
競
技
実
施
法
人
」
を
加
え
、
「
提
出
し
」
を
「
申
し
出
」
に

改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。 

 

第
三
十
二
条
第
一
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。 

 

第
三
十
四
条
第
一
号
中
「
参
加
申
込
書
の
記
載
事
項
」
を
「
参
加
申
込
み
の
内
容
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
十
条
第
一
号
中
「
参
加
申
込
書
の
記
載
事
項
」
を
「
参
加
申
込
み
の
内
容
」
に
、
「
と
き
。
」

を
「
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
中
「
と
き
。
」
を
「
者
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


